
 

議案第１５７号 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

令和５年９月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例（平成２３年さいたま市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（設立の認証申請） （設立の認証申請） 
第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 
２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定

める書面は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 当該役員が住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）の適用を受ける者である場合にあっ

ては、同法第１２条第１項に規定する住民票の

写し（複写したものを含む。） 
 ⑵ 当該役員が前号に該当しない者である場合に

あっては、当該役員の住所又は居所を証する権

限のある官公署が発給する書面（複写したもの

を含む。） 

２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定

める書面は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 当該役員が住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）の適用を受ける者である場合にあっ

ては、同法第１２条第１項に規定する住民票の

写し 
 ⑵ 当該役員が前号に該当しない者である場合に

あっては、当該役員の住所又は居所を証する権

限のある官公署が発給する書面 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織 
による申請等） 

 

第１４条 第２条第１項に規定する者又は特定非営

利活動法人が、情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号。

以下「情報通信技術活用法」という。）第６条第

１項の規定により、規則で定める電子情報処理組

 



 

織を使用する方法により市長に申請等を行う場合

においては、規則で定める方法により行わなけれ

ばならない。 
  

（市長が行う電磁的記録による縦覧等） （市長が行う電磁的記録による縦覧等） 
第１５条 法第７４条の規定により読み替えて適用

される情報通信技術活用法第８条第１項の規定に

より、電磁的記録に記録されている事項又は当該

事項を記載した書類の縦覧又は閲覧を行う場合に

おいては、規則で定める方法により行うものとす

る。 

第１４条 法第７４条の規定により読み替えて適用

される情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号）第８条第

１項の規定により、法第１０条第２項（法第２５

条第５項及び第３４条第５項において準用する場

合を含む。）の規定による書面等の縦覧又は法第

３０条及び第５６条（法第６２条において準用す

る場合を含む。）の規定による書面等の閲覧に代

えて行うこれらの書面等に係る電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類の縦

覧又は閲覧は、規則で定める方法により行うもの

とする。 
  
第１６条 ［略］ 第１５条 ［略］ 
  
第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
  
第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］ 
  
第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
  

附 則 

この条例は、令和５年１２月１日から施行する。 
 

 

 


